
このポイントを受け取るためにはマイナンバーカードを取得し、マイキーＩＤを設定することが前提となります。
ＩＤはご自身で設定用ホームページから設定することが出来るほか、役場企画統計グループでも設定の支援を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。■お問い合わせ　総務課企画統計グループ 

　令和３年３月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方については、
令和３年９月末までにマイナポイントの申し込み及びキャッシュレス決裁のご利
用によりマイナポイントを取得することができます。マイナポイント事業の期間延長！マイナポイント事業の期間延長！マイナポイント事業の期間延長！

施設課　土木建築グループからのお知らせ
『特定空家等』の解体等工事費の５０％以内（上限５０万円）を補助します！

令和３年度　住宅リフォーム補助の受付を開始します！

　町では令和３年度から、倒壊や建築部材の飛散の恐れのある「特定空家等」の解体工事の費用に対し、
補助金を交付します。

受付期間：令和３年４月１日～令和３年１０月２９日（土日祝日を除く）
※　予算額は１，０００万円です。補助交付額が予算額に達した場合には申請受付を終了します。

○補助額：解体等工事費の５０％以内
　　　　　（上限５０万円）
例）工事費１２０万円の場合、補助率
　　５０％では６０万円となりますが、
　　補助額は上限額の５０万円となります。

○補助の対象となる方
　町税の滞納に対する制限措置を受けていない方
で、以下のいずれかに該当する方
・空き家の所有権をもっている方
・町外在住で町内に空き家を所有してる方
・空き家の所有者から委任を受けた方

○補助の対象となる工事
・空家及び付属する工作物、立木等を解体・撤去し、
　更地にするもの
・町内で建設業の許可をもつ事業者が施工するもの
・決定通知以降に着手し、令和４年１月２８日まで
　に完了届を提出できるもの

○補助対象となる空き家について
・「特定空家等」と認められたもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・所有権を除く物件または賃借権が設定されていな
　いもの

工事費全体の２０％以内（最大３０万円）を補助！
　町では、令和３年度から、町内業者を利用した住
宅の新築またはリフォーム工事等の費用に対し、補
助金を交付します。

「特定空家等」の認定を受けるためには、各種手続きが必要です。
事前に施設課土木建築グループにお問い合わせください。

■相談・申込・お問い合わせは：施設課土木建築グループまたは上ノ国町商工会（☎ 0139 - 55 - 2121）

受
付
期
間

令和３年４月１日　～　令和４年１月２９日（土日祝日除く）
※令和３年度の予算額は１，５００万円です。補助金交付額が予算額に達した場合は申請受付を終了しますのでご注意願います。
※リフォーム補助事業は来年度も実施する予定です。
※この事業の補助を受けられるのは、事業年度にかかわらず一つの住宅について１回限りです。（同一世帯および同一人につき期
　間中に１回に限る）
※平成２８年度から令和元年度までにリフォーム補助を受けた方も申請ができます。

◆補助対象工事についての注意点
　次の全てに該当する必要があります
①増改築やリフォーム等に要する費用（消費税含む）
　が２０万円以上のもの
②町内の事業者が施工するもの
③補助金交付決定前に着工していないもの
④３月中旬までに実績報告書を提出できるもの
⑤建築基準法、建設業法、その他関係法令に違反し
　ない建築物等

◆補助の対象となる方
　現在、リフォーム等を行う住宅に住んでいる、ま
たは居住しようとしている方で、次の全てに該当す
る方（共同所有者の場合はいずれかの一人に限る）
①町内に住所を有する方
②工事を行う住宅の所有者または所有者の直系親 
　族の方
③町税その他の公課に滞納がない方
④町税の滞納に対する制限措置を受けていない方

（※②、③は同居者を含む）

例）工事費２００万円の場合、補助率
２０％では４０万円となりますが、補助金
は上限額の３０万円となります。
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